




















射水ブランドロゴマーク使用にあたって 

 

射水ブランドロゴマークを商品などパッケージや社有車などの車体に使用するには、射水市観光まちづ

くり課へ申請し、承認を得ることが必要です。 

ブランドロゴマークは市民の財産です。粗野な使い方をすればそれだけ価値を落とすことになります。 

ブランド力を高めるためにも使い方に注意し、市内外の皆さまに愛し育てていただきたいと考えています。

趣旨を十分にご理解いただき、射水市を広く全国に発信しましょう。 

 

ブランドロゴマークは次の各事項に該当すると思われる場合は使用できません。ご留意ください。 

① 市の信用又は品位を害すると認められるとき。 

② 特定の個人又は団体の売名に利用されるおそれがあるとき。 

③ 提供する商品やサービスの品質を担保、証明するものとして利用されるおそれがあるとき。 

④ 特定の政治、思想又は宗教の活動に利用されるおそれがあるとき。 

⑤ 法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。 

⑥ マークを使用し、意匠権、商標権等の知的財産権を取得しようとするとき。 

⑦ マークを使用し、独占的に商品等を販売するおそれがあるとき。 

⑧ 射水ブランドロゴマークマニュアルに反すると認められるとき。 

⑨ その他承認することを市長が不適当と認めたとき。 

 

ブランドロゴマークの使用禁止例 

ü 指定外の色・ポーズ・サイズ。ロゴの組み替え。向きや角度を変えたもの 

ü 部分的な使用。一部を省略したものやほかの図形を付加したもの 

ü 顔の表情・顔や体の比率を変えたもの 

ü ブランドロゴマークの一部が別の図形で隠れているもの 

ü 立体物について、その表現がブランドマークの立体物と認められないもの 

ü 上記以外に著しくイメージを損なうもの 

 

射水ブランドロゴマークの使用申請の方法 

※射水ブランドロゴマークの使用を希望される方は、射水市役所観光まちづくり課までお問い合わせくだ

さい。 

 

 

射水ブランドロゴマークに関するお問い合わせ 

射水市　産業経済部観光まちづくり課 

〒934-0011　射水市本町二丁目 13 番 1 号 

TEL：0766－51－6676　　メールアドレス：kankou@city.imizu.lg.jp

 １．申請書類提出 ●使用申請書は、射水市ＨＰよりダウンロード可能です。 

●使用申請書ならびに使用案を観光まちづくり課まで提出してください。

 ２．審査・承認 ●申請内容について市で審査します。 

●承認した案件については、使用承認書を送付いたします。（期間１週間程度）

●承認後、市が承認した範囲で使用可能です。 

※マークをシンボルとして商品化した製品については、著作権の関係上、著作者と話し合いが

必要な場合もあります。ご相談ください。 

 ３．成果物を提出 ●ブランドロゴマークを使用した成果物を３点提出願います。 

※提出不可能なものについては、写真で結構です。 


